
お客様による日常点検

・頻度：月1度

・点検場所と内容：

①【レギュレータ】発泡液によりダイアフラム、ボディ部、及び配管接手部より外部漏洩の無い事。

②【圧力計】設定圧力が許容値以内で変動なく、安定している事。
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▲型式：298T-EK-61


